


４．試行運用としての課題 

 ①中心位置の偏心 

  ・道路用地内での試行運用としたことから、ラウンドアバウト中心が交差点中心から東側に偏心し

ているため、北→南方向に比べて南→北方向の速度抑制が十分ではなかった。これに対しては、

本格導入時に中心位置を正規の位置に変更し適切なラウンドアバウト形状で運用することで解

決される。 

 

 ②大型車の通行制限 

  ・道路用地内での試行運用としたことから、セミトレーラ等の大型車の通行制限を設けているが、

本格導入の検討にあたっては、今後の周辺開発及び企業誘致を考慮した設計車両を設定し本格運

用を図ることが望まれる。 

 

５．アンケート調査結果からの考察 

①本格導入の推進 

・当該交差点について、現在の試行運用の形状から「円を大きくする」等の改良を望む声が多くあ

った。これに対しては、本格導入時に対応可能である。 

・三重県内における今後の展開について、交差点利用者の約 8 割は、今後ラウンドアバウトを整備

していくことに賛成であった。 

 

②通行ルールの啓蒙活動 

・「通行ルールがわからない」という回答が多数出ているため、今後は住民説明会・公安委員会によ

る講習などにより啓蒙活動を実施してくことが必要。 

 

※アンケート調査の集計結果は、次頁以降のとおり。 








